
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
八
号

特
定
破
産
法
人
の
破
産
財
団
に
属
す
べ
き
財
産
の

回
復
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
特
定
破
産
法
人
の
破
産
管
財
人

に
よ
る
破
産
財
団
に
属
す
べ
き
財
産
の
回
復
に
関
し
特

別
の
定
め
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
無
差
別
大
量
殺
人
行

為
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
者
の
救
済
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
無
差
別
大
量
殺
人
行

為
」
と
は
、
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七

号
。
以
下
「
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
破
産
法
人
」
と
は
、
破

産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
法
人
で
、
そ
の
破
産
手

続
に
お
い
て
確
定
し
た
破
産
債
権
中
に
無
差
別
大
量
殺

人
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
が
あ
る
も
の
を
い

う
。

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
別
関
係
者
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
　
規
制
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受

け
た
団
体
で
、
当
該
処
分
に
係
る
無
差
別
大
量
殺
人

行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
特
定
破
産
法
人
が
負

う
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員

三
　
前
号
に
掲
げ
る
者
が
構
成
員
、
役
員
又
は
職
員
の

過
半
数
を
占
め
る
法
人
そ
の
他
の
団
体

四
　
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
発
行
済
株
式
の
総
数
の
過

半
数
に
当
た
る
株
式
を
有
す
る
株
式
会
社

五
　
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
代
表
者
で
あ
る
法
人
そ
の

他
の
団
体

六
　
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
で

あ
っ
た
者
で
、
そ
の
団
体
に
つ
き
規
制
法
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
効
力
を
生
じ
た
日
以
後

に
退
職
し
、
又
は
脱
退
し
た
も
の

七
　
次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
有
す
る
不
動

産
が
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
の
活
動
の
用
に
供
さ
れ

て
い
る
も
の

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員

で
あ
っ
た
者

ロ
　
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
構
成
員
、
役
員
又
は
職

員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

ハ
　
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
発
行
済
株
式
の
総
数
の

過
半
数
に
当
た
る
株
式
を
有
し
て
い
た
株
式
会
社

ニ
　
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
代
表
者
で
あ
っ
た
法
人

そ
の
他
の
団
体

（
特
別
関
係
者
の
有
す
る
財
産
に
関
す
る
推
定
）

第
三
条
　
特
別
関
係
者
が
有
す
る
財
産
は
、
特
定
破
産
法

人
の
破
産
財
団
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
当
該
特
別
関

係
者
が
特
定
破
産
法
人
か
ら
法
律
上
の
原
因
な
く
得
た

財
産
の
処
分
に
基
づ
い
て
得
た
財
産
で
あ
る
も
の
と
推

定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
に
係
る
特

定
破
産
法
人
の
財
産
の
価
額
は
、
当
該
特
別
関
係
者
が

有
す
る
財
産
の
価
額
と
同
額
で
あ
る
も
の
と
推
定
す

る
。

（
特
別
関
係
者
に
対
す
る
否
認
権
の
行
使
に
関
す
る
推

定
）

第
四
条
　
特
定
破
産
法
人
が
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ

き
最
初
の
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
の
後
に
、
そ
の
財
産

を
特
別
関
係
者
に
対
し
て
移
転
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

移
転
の
行
為
は
、
特
定
破
産
法
人
が
破
産
債
権
者
を
害

す
る
こ
と
を
知
っ
て
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

２
　
特
別
関
係
者
が
特
定
破
産
法
人
の
財
産
の
転
得
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
別
関
係
者
は
、
転
得
の
当

時
、
特
定
破
産
法
人
が
し
た
行
為
が
破
産
債
権
者
を
害

す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
す
る
。

（
否
認
権
行
使
の
期
間
の
特
例
）

第
五
条
　
特
定
破
産
法
人
の
破
産
管
財
人
に
よ
る
特
別
関

係
者
に
対
す
る
否
認
権
の
行
使
に
関
す
る
破
産
法
（
平

成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
七
十
六
条
前
段
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
破
産
手
続
開
始

の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行

っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分

が
効
力
を
生
じ
た
日
（
そ
の
日
が
破
産
手
続
開
始
の
日

前
で
あ
る
と
き
は
破
産
手
続
開
始
の
日
）
」
と
す
る
。

（
破
産
管
財
人
の
権
限
）

第
六
条
　
特
定
破
産
法
人
の
破
産
管
財
人
は
、
公
安
調
査

庁
長
官
に
対
し
、
特
別
関
係
者
に
対
し
て
財
産
又
は
不

当
利
得
の
返
還
を
請
求
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
で
公

安
調
査
庁
が
規
制
法
の
規
定
に
よ
り
得
た
も
の
の
提
供

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
特
定
破
産
法
人
の
破
産
管
財
人
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
提
供
さ
れ
た
情
報
を
特
別
関
係
者
に
対
す
る
財
産

又
は
不
当
利
得
の
返
還
の
請
求
以
外
の
用
に
供
し
て
は

な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
は
、
規
制
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ

た
事
項
に
も
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
二
日
法
律
第
七
六

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第

七
十
五
号
。
次
条
第
八
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
八

項
、
第
五
条
第
八
項
、
第
十
六
項
及
び
第
二
十
一
項
、

第
八
条
第
三
項
並
び
に
第
十
三
条
に
お
い
て
「
新
破
産

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
四
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
六
日
法
律
第
八

七
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
日
法
律
第
四
五

号
）

こ
の
法
律
は
、
民
法
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
百
三
条
の
二
、
第
百
三
条
の
三
、

第
二
百
六
十
七
条
の
二
、
第
二
百
六
十
七
条
の
三
及
び

第
三
百
六
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
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